
「特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款」の改正内容について 

 平成 28 年 1 月 1 日施行 

下線部分改正箇所 

改正後 改正前 

第１条       (省 略) 

第２条 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設け

られた特定上場株式配当等勘定においては、次に

掲げる配当等のうち上場株式等の配当等（租税特

別措置法第８条の４第１項に規定する上場株式

等の配当等をいいます。）に該当するもの（当該

源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に

係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は

当該営業所に保管の委託がされている上場株式

等に係るものに限ります。）のみを受入れます。 

１ 租税特別措置法第３条の３第２項に規定する

国外公社債等の利子等（同条第１項に規定する国

外一般公社債等の利子等を除きます。）で同条第

３項の規定に基づき当社により所得税が徴収さ

れるべきもの 

２ 租税特別措置法第８条の３第２項第２号に掲

げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等

以外の国外投資信託等の配当等で同条第３項の

規定に基づき当社により所得税が徴収されるべ

きもの 

３ 租税特別措置法第９条の２第１項に規定する

国外株式の配当等で同条第２項の規定に基づき

当社により所得税が徴収されるべきもの 

４ 租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定

する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき

当社により所得税が徴収されるべきもの 

② 当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式

等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当

等をその支払いをする者から受取った後、直ちに

お客様に交付するもののみを、その交付の際に当

該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式

配当等勘定に受入れます。 

第３条       (省 略) 

② お客様が租税特別措置法第３７条の１１の６

第１項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に

係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるこ

第１条       (省 略) 

第２条 当社は、お客様の源泉徴収選択口座に設け

られた特定上場株式配当等勘定においては、次に

掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当

するもの（当該源泉徴収口座が開設されている当

社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記

録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされて

いる上場株式等（租税特別措置法第３７条の１１

の３第２項に規定する上場株式等をいいます。）

に係るものに限ります。）のみを受入れます。 

（新 設） 

 

 

 

 

① 租税特別措置法第８条の３第２項第２号に掲

げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等

以外の国外投資信託等の配当等で同条第３項の

規定に基づき当社により所得税が徴収されるべ

きもの 

② 租税特別措置法第９条の２第１項に規定する

国外株式の配当等で同条第２項の規定に基づき

当社により所得税が徴収されるべきもの 

③ 租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定す

る上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当

社により所得税が徴収されるべきもの 

２ 当社が支払いの取扱いをする前項の上場株式

等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当

等をその支払いをする者から受取った後、直ちに

お客様に交付するもののみを、その交付の際に当

該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式

配当等勘定に受入れます。 

第３条       (省 略) 

２ お客様が租税特別措置法第３７条の１１の６

第１項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に

係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるこ



とをやめる場合には、支払い確定日までに当社に

対して租税特別措置法第３７条の１１の６第３

項及び同法施行令第２５条の１０の１３第４項

に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了

届出書」を提出しなければなりません。 

第４条～第５条   (省 略)  

第６条 次の各号の一に該当したときは、この契約

は解除されます。 

１ お客様が当社に対して租税特別措置法施行令

第２５条の１０の７第１項に定める特定口座廃

止届出書の提出があったとき 

２ お客様が出国により居住者又は国内に恒久的

施設を有する非居住者に該当しないこととなっ

た場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃

止届出書の提出があったものとみなされたとき 

３ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第

２５条の１０の８に定める特定口座開設者死亡

届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了

したとき 

第７条       (省 略) 

第８条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要な事由が生じたときに改定される

ことがあります。なお、改定の内容が、お客様の

従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな

義務を課すものであるときは、その改定事項を通

知します。 

この場合、所定の期日までに異議のお申立てがな

いときは、約款の改定にご同意いただいたものと

して取扱います。 

 

 

 

 

（附則） 

 この約款は、平成２８年１月１日より適用させて

いただきます。 

とをやめる場合には、支払い確定日までに当社に

対して租税特別措置法第３７条の１１の６第３

項及び同法施行令第２５条の１０の１３第４項

に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了

届出書」を提出しなければなりません。 

第４条～第５条   (省 略) 

第６条 次の各号のいずれかに該当したときは、こ

の契約は解除されます。 

 ① お客様が当社に対して租税特別措置法施行令

第２５条の１０の７第１項に定める特定口座廃

止届出書の提出があったとき 

② お客様が出国により居住者又は国内に恒久的

施設を有する非居住者に該当しないこととなっ

た場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃

止届出書の提出があったものとみなされたとき 

③ お客様の相続人から租税特別措置法施行令第

２５条の１０の８に定める特定口座開設者死亡

届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了

したとき 

第７条       (省 略) 

第８条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指

示、その他必要な事由が生じたときに改定される

ことがあります。なお、改定の内容が、お客様の

従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな

義務を課すものであるときは、その改定事項を通

知します。 

また、上記に係わらずその内容が軽妙である場

合には、当社ホームページ等への掲載又は時事

に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告

に代える場合があります。 

この場合、所定の期日までに異議のお申立てがな

いときは、約款の改定にご同意いただいたものと

して取扱います。 

 以 上 


